
 

 

 

 

 

 

 

生駒市は、新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け、本市独自の「感染拡大緊急警報」の発令を 9 月

12 日㈰まで延長します。市民の皆さんに引き続き感染拡大防止策の徹底をお願いすることに加え、市内全

小中学校一斉にリアルタイムのオンライン授業を実施することと、事業者の皆さんへの支援金の要件を緩

和し、対象を拡大して支給することなどを中心とした独自の取組を行います。 

また、8月 23日付で奈良県に緊急事態宣言発出を要請することなどを要望しましたので、併せてお知ら

せします。 

 

■生駒市独自の感染拡大緊急警報を９月１２日㈰まで延長 

警報延長の背景は以下のとおりです。 

・直近 1 週間の新規感染者数が 130 人と、政府のステージⅣ（緊急事態宣言相当）の指標の水準（人口

10万人当たり 25人）を大きく上回っていること 

・県の保健所業務がひっ迫し、濃厚接触者の特定や医療機関・宿泊施設の調整などが追い付いておらず、

県内の自宅待機・療養者数が 8月 23日現在で 706 人（生駒市は約 70人（人口比からの推計））に達し

ていること。また詳細情報が県から各市町村に提供されていないこと（県に情報提供を要請済み）。 

・重症病床には一定の余裕があるものの、それ以外の要請患者が入居すべき医療機関や宿泊施設がひっ

迫しつつあり、県全体の療養者数もステージⅣの水準を大きく上回る状態で悪化を続けていること 

 

■小・中学校や園に対する９月 12 日㈰までの措置・支援 

①小・中学校 

8月 20 日㈮の報道発表事項に加えて、以下の取組を行います。 

◇9 月１日㈬からは午前で帰宅し、午後からは全校一斉にリアルタイムのオンライン授業を Google 

Meet のクラスルーム機能を活用して実施します。給食はありません。これは奈良県初の取組です。 

・小学校…基本的に学級担任（高学年は教科の担当を決めて、学年一斉に授業を行う場合もあり）

が実施 

・中学校…教科担任が学級ごとまたは学年一斉に実施 

※学童保育に通所する児童等は、教室で感染対策をしながらお弁当を食べ、午後からの授業に参

加します。 

※今後は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で学校休業・学年閉鎖・学級閉鎖になった時に

今回と同様のオンライン授業を行います。陽性者、濃厚接触者、不安で登校できない児童・生

徒の対応は、授業や学級活動の配信、個別の課題を出すなど、保護者や児童・生徒と学校が相

談しながら対応します。 

※9月 1日のオンライン授業の取材を希望の方は、前日までに教育指導課までご連絡ください。 
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◇部活動、学校開放事業は原則中止します。ただし、近畿大会・全国大会などへの出場のために必要

な場合は、感染防止対策を徹底し、平日 1 時間半、休日 2 時間以内を厳守したうえでの活動を例外

的に認めます。 

②幼稚園・保育所・こども園 

◇市内の公立幼稚園は 9月 1日㈬～9月 12日㈰は、午前中のみの登園です。お弁当はありません。 

◇8月 25日㈬～9月 12日㈰の間、市内の保育所・こども園に通園する園児の家庭に対し、家庭保育へ

の協力を依頼し、保育料を日割り計算で還付します（給食費については、各園対応）。 

 

■事業者に対する支援 

◇「事業者サポート給付金」の支給要件を緩和します。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業者等を支援するため、事業継続

に必要な経費に対し、13万円を限度に支援する「事業者サポート給付金」の支給要件を緩和し、対象

を拡大します。※要件等は決まり次第、改めてお知らせします。 

◇支払金額に市が 30％を上乗せした「さきめしいこま＋プレミアムキャンペーン」のチケット販売を 9

月中に開始し、飲食店をはじめとした事業者のキャッシュフローの改善を応援します。 

※チケットの使用は感染状況が落ち着いてからです。期間や予算などは改めてお知らせします。 

このほか、8月 20日㈮に内閣府から各市町村宛に通知された「新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金（事業者支援分）」を活用して、さらなる対策を実施予定です。 

 

■自宅待機・療養者への支援（再掲）と周知の再徹底 

すでに実施している取組について、県の保健所で情報提供の徹底を依頼しているほか、市の広報媒体

に加え、自治会回覧やスーパーマーケット等での掲示など周知を徹底します。 

◇自宅待機者向け相談窓口…保健所から新型コロナウイルス感染症の感染者や濃厚接触者として自宅待

機を求められ、親族などから支援を受けることが困難な市民を対象に健康上の心配事などの相談を受

け付ける窓口を設置しています。（健康課内 ☎0743-84-8484） 

◇買い物代行サービス…市職員が概ね 1週間分の食料品や日用品などの買い物を代行（購入費用は実費） 

◇自宅待機中の感染者のいる家庭で 2次感染を防止するため、マスクや使い捨て手袋、感染防止ガウン、

消毒液など必要な備品の提供、パルスオキシメーターの貸出 

◇自宅感染防止マニュアルの配布・周知 

◇介護者が感染した要介護者を医療施設等で一時的に預かること、移動手段のない方の検査等に必要な

移動の支援 

 

■県に対し、緊急事態宣言を国に要請するように要望書を提出（８月２３日㈪） 

警報延長の背景に加え、県下の市町村でも緊急事態宣言レベル以上の感染者が出ているところが多く、

また、大阪など緊急事態宣言が発令されている地域から本市の飲食店への来客も増加していることなどか

ら、奈良県に「緊急事態宣言発出の要請等に関する要望書」（別添資料参照）を提出しました。 

 

 

この件に関する報道関係からのお問い合せ 

全体的なこと…新型コロナウイルス感染症対策本部（危機管理監 澤井） 0743-74-1111(内線 360) 

個別の取組…各担当課（※広報広聴課にご連絡ください） 


